
第二級陸上特殊無線技士試験問題 

 

（１） 

（注） 解答は、答えとして正しいと判断したものを一つだけ選び、答案用紙の答欄に正しく記入（マーク）すること。 

 

 法  規  １２問 

 無線工学  １２問 

 

〔１〕 無線局の免許人は、識別信号（呼出符号、呼出名

称等をいう。）の指定の変更を受けようとするときは、

どうしなければならないか。次のうちから選べ。 

 

   １ 総務大臣に識別信号の指定の変更を申請する。 

   ２ 総務大臣に識別信号の指定の変更を届け出る。 

   ３ あらかじめ総務大臣の指示を受ける。 

   ４ 総務大臣に免許状を提出し、訂正を受ける。 

 

 

 

 

〔２〕 無線局の免許人は、無線設備の変更の工事をしよ

うとするときは、総務省令で定める場合を除き、ど

うしなければならないか。次のうちから選べ。 

 

   １ あらかじめ総務大臣に届け出る。 

   ２ あらかじめ総務大臣の許可を受ける。 

   ３ 適宜工事を行い、工事完了後総務大臣に届け出

る。 

   ４ あらかじめ総務大臣に届け出て、その指示を受

ける。 

 

 

 

 

〔３〕  次の記述は、電波の質について述べたものである。

電波法の規定に照らし、      内に入れるべき字句

を下の番号から選べ。 

 

    送信設備に使用する電波の       電波の質は、

総務省令で定めるところに適合するものでなければ

ならない。 

 

   １ 周波数の偏差及び安定度等 

   ２ 周波数の偏差、空中線電力の偏差等 

   ３ 周波数の偏差及び幅、高調波の強度等 

   ４ 周波数の偏差及び幅、空中線電力の偏差等 

 

 

 

 

 

 

〔４〕 第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸

上の無線局の空中線電力５０ワット以下の無線設備

（レーダーを除く。）の外部の転換装置で電波の質に

影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができ

る周波数の電波はどれか。次のうちから選べ。 

 

   １ ２５,０１０ｋＨｚから９６０ＭＨｚまで 

   ２ ９６０ＭＨｚ以上 

   ３ ４,０００ｋＨｚから２５,０１０ｋＨｚまで 

   ４ １,６０６.５ｋＨｚから４,０００ｋＨｚまで 

 

 

〔５〕 総務大臣が無線従事者の免許を与えないことがで

きる者はどれか。次のうちから選べ。 

 

   １ 刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から２年を経過しない者 

   ２ 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日か 

ら５年を経過しない者 

   ３ 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日か 

ら２年を経過しない者 

   ４ 日本の国籍を有しない者 

 

 

 

〔６〕 無線局（総務省令で定めるものを除く。）の免許人

は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無

線従事者に選任の日からどれほどの期間内に無線設

備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさ

せなければならないか。次のうちから選べ。 

 

   １ ３箇月 

   ２ ６箇月 

   ３ １年 

   ４ ５年 

 

２４問 １時間        法    規 



第二級陸上特殊無線技士試験問題 

 

法    規 

 

（２） 

〔７〕無線電話通信において、応答に際して直ちに通報を

受信しようとするときに応答事項の次に送信する略

語はどれか。次のうちから選べ。 

 

   １ ＯＫ 

   ２ 了解 

   ３ どうぞ 

   ４ 送信してください 

 

 

 

 

〔８〕 無線局の定期検査（電波法第７３条第１項の検査）

において検査される事項に該当しないものはどれか。

次のうちから選べ。 

 

   １ 無線従事者の知識及び技能 

   ２ 無線従事者の資格及び員数 

   ３ 無線設備 

   ４ 時計及び書類 

 

 

 

〔９〕 総務大臣から無線従事者がその免許を取り消され

ることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。 

 

   １ 日本の国籍を有しない者となったとき。 

   ２ 不正な手段により無線従事者の免許を受けたと

き。 

   ３ 刑法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せ

られたとき。 

   ４ 引き続き５年以上無線設備の操作を行わなかっ

たとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔10〕 無線局の免許人は、非常通信を行ったときは、ど

うしなければならないか。次のうちから選べ。 

 

   １ 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告

する。 

   ２ その通信の記録を作成し、１年間これを保存す

る。 

   ３ 非常災害対策本部長に届け出る。 

   ４ 地方防災会議会長にその旨を通知する。 

 

 

 

〔11〕 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任し、又

は解任したときは、どうしなければならないか。次

のうちから選べ。 

 

   １ 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。 

   ２ １箇月以内にその旨を総務大臣に届け出る。 

   ３ ２週間以内にその旨を総務大臣に報告する。 

   ４ 速やかに、総務大臣の承認を受ける。 

 

 

 

〔12〕 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人

であった者は、その免許状をどうしなければならな

いか。次のうちから選べ。 

 

   １ 直ちに廃棄する。 

   ２ ３箇月以内に総務大臣に返納する。 

   ３ １箇月以内に総務大臣に返納する。 

   ４ ２年間保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


